














国民年金関係報告書

市区町村名：

報告日　　：
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国民年金関係報告書の項目説明

報告書の作成日を元号コード＋年月日（和暦）を「99 999999」で設定します。

元号コードと年月日の間にスペースを１つ設定します。

＜元号コード＞　・明治：「01」・大正：「03」・昭和：「05」・平成：「07」

市区町村名を設定します。

なお、（　）内には地方公共団体の都道府県コード＋市区町村コードを「99999」で設定します。
市区町村名

報告日

ページ数 該当ページ／総ページを設定します。

報告日ごとに“00001”から始まる通番を設定します。通番

届出年月日

①個人番号

国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番３を参照してください。

（個人番号をお持ちでない場合は基礎年金番号（表４．２－１の項番４）を設定します。）

※　個人番号の場合は４桁ごとに、基礎年金番号の場合は４桁目の後ろにスペースを１つ設定します。

国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番６０を参照してください。

※　免除該当届・免除理由消滅届以外の届書申請書についても設定して差し支えありません。

②生年月日
国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番５を参照してください。

※　元号コードと年月日の間にスペースを１つ設定します。

③氏名（フリガナ） 国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番８を参照してください。

氏名
国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番９を参照してください。

なお、ローマ字氏名を設定する場合は、表４．２－１の項番５４を参照してください。

国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番１１を参照してください。

国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番１０を参照してください。④性別

⑤郵便番号

番号
国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番５１～５３を参照してください。

※　項番５１～５３に対応する番号の間にスペースを１つ設定します。

国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番１２を参照してください。

※　対象被保険者の直近の住所を出力してください。
⑦住所

⑥電話種類

⑧国籍 国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番５６を参照してください。

国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番５０を参照してください。

⑨外国人通称名（フリガナ） 国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番３８を参照してください。

外国人通称名 国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番３９を参照してください。

⑩届書番号 国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番１の「届書番号」を参照してください。

⑪該当年月日

国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番１３、１６、１８、１９、３４、４０、５７、

５９、６３のうち、報告する届書に対応する項番を参照してください。

※　元号コードと年月日の間にスペースを１つ設定します。

国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番１５、１７、５８、６１、６４のうち、報告する届

書に対応する項番を参照してください。

※　住所変更届の場合は変更前住所、氏名変更届の場合は変更前氏名を設定してください。

⑫理由等

⑬納付意思 国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番６２を参照してください。

市町村・日本年金機構連絡欄 国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番６５を参照してください。

⑭納付書 国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の表４．２－１の項番６６を参照してください。

［留意事項］

　○　同一被保険者に係る届書を複数記載する場合は、被保険者ごとにまとめて、該当年月日の古い届書から順番に記載してください。

　○　電子媒体による報告と一致する項目については、国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の対応する項目を記載しています。

　　　なお、※書きは国民年金適用関係届書作成仕様書（案）の記載に追加する出力条件です。

　○　記入欄のスペースの都合で電子媒体の出力可能文字数を下回ることは差し支えありません。

　　　なお、記入しきれない場合は、市町村・日本年金機構連絡欄を使用してください。

　○　同一被保険者で複数の届書種類の報告を行う場合は、複数行使用します。














